
第３号議案－２ 

 

広島県教育委員会規則等の制定及び一部改正について 

 

広島県立高等学校学則の一部改正について，次のとおり提案します。 

 

令和５年３月 13 日 

 

              広島県教育委員会教育長  平 川 理 恵 

 

１ 提案の要旨 

  県立高等学校の再編整備に伴い，広島県立高等学校学則の一部改正を行う。 

 

２ 改正内容   

改正する規則名 改正内容 

広島県立高等学校学則 
（昭和 28 年広島県教育委員会規則第４号） 

広島県立沼南高等学校全日制課程普通

科の廃止に伴う一部改正 

 

３ 施行期日 

  令和５年４月１日 

 



 

広 島 県 教 育 委 員 会 規 則 第 号 
広 島 県 立 高 等 学 校 学 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。 

令 和 年 月 日 

広 島 県 教 育 委 員 会 

教 育 長 平  川  理  恵 

広 島 県 立 高 等 学 校 学 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

 広 島 県 立 高 等 学 校 学 則 （ 昭 和 二 十 八 年 広 島 県 教 育 委 員 会 規 則 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う 

に 改 正 す る 。 

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 

改 正 す る 。 

改 正 後 改 正 前 
 

別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ） 

校  名 

課 程 

設 置 

学 科 

昼 夜 

別 

位 置 

本 校 分 校 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

広 島 県 

立 沼 南 

高 等 学 

校 ● 

 

全 日 制 

 

 

家 政 科 

 

園 芸 デ 

ザ イ ン 

科 

 

（ 略 ） 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 
 

 
別 表 第 一 （ 第 二 条 関 係 ） 

校  名 

課 程 

設 置 

学 科 

昼 夜 

別 

位 置 
本 校 分 校 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 

広 島 県 

立 沼 南 

高 等 学 

校 ● 

 

全 日 制 

普 通 科 

 

家 政 科 

 

園 芸 デ 
ザ イ ン 

科 

 

（ 略 ） 

（ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） （ 略 ） 
 

   附 則 

こ の 教 育 委 員 会 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。  

 

 

 

 



 

第３号議案―３ 

 

広島県教育委員会規則等の制定及び一部改正について 

 

「広島県教育委員会規則の読点の表記を改める規則」，「広島県教育委員会訓令の読点

の表記を改める訓令」及び「広島県教育委員会告示の読点の表記を改める告示」の制定

について，次のとおり提案します。 

 

令和５年３月13日 

 

広島県教育委員会教育長  平  川  理  恵 

 

１ 提案の要旨 

  「公用文に関する規程」（昭和57年広島県訓令第１号）が改正されたことに伴い，横

書きの際に用いる読点表記を「，（コンマ）」から「、（点）」にする教育委員会規則，

教育委員会訓令及び教育委員会告示を制定する。 

 

２ 制定する規程名 

(1) 広島県教育委員会規則の読点の表記を改める規則 

(2) 広島県教育委員会訓令の読点の表記を改める訓令 

 (3) 広島県教育委員会告示の読点の表記を改める告示 

 

３ 改正案  

  別紙のとおり 

 

４ 施行期日  

   令和５年５月１日 



広 島 県 教 育 委 員 会 規 則 第 ○ 号

広 島 県 教 育 委 員 会 規 則 の 読 点 の 表 記 を 改 め る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 年 月 日

広 島 県 教 育 委 員 会

教 育 長 平 川 理 恵

広 島 県 教 育 委 員 会 規 則 の 読 点 の 表 記 を 改 め る 規 則

こ の 教 育 委 員 会 規 則 の 施 行 の 際 現 に 公 布 さ れ て い る 広 島 県 教 育 委 員 会 規 則 に お い て 読 点

と し て 表 記 す る 「， 」 を 「、 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 教 育 委 員 会 規 則 は 、 令 和 五 年 五 月 一 日 に 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 教 育 委 員 会 規 則 の 施 行 の 際 現 に あ る 改 正 前 の 様 式 に よ る 用 紙 （ 電 磁 的 記 録 （ 電 子

的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る

記 録 を い う 。 ） を 含 む 。 ） に つ い て は 、 当 分 の 間 、 こ れ を 使 用 す る こ と が で き る 。
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広 島 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 ○ 号

本 庁

地 方 機 関

県 立 学 校

学 校 以 外 の 教 育 機 関

広 島 県 教 育 委 員 会 訓 令 の 読 点 の 表 記 を 改 め る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 年 月 日

広 島 県 教 育 委 員 会

教 育 長 平 川 理 恵

広 島 県 教 育 委 員 会 訓 令 の 読 点 の 表 記 を 改 め る 訓 令

こ の 教 育 委 員 会 訓 令 の 施 行 の 際 現 に 公 布 さ れ て い る 広 島 県 教 育 委 員 会 訓 令 に お い て 読 点

と し て 表 記 す る 「， 」 を 「、 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 教 育 委 員 会 訓 令 は 、 令 和 五 年 五 月 一 日 に 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 教 育 委 員 会 訓 令 の 施 行 の 際 現 に あ る 改 正 前 の 様 式 に よ る 用 紙 （ 電 磁 的 記 録 （ 電 子

的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る

記 録 を い う 。 ） を 含 む 。 ） に つ い て は 、 当 分 の 間 、 こ れ を 使 用 す る こ と が で き る 。
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広 島 県 教 育 委 員 会 告 示 第 ○ 号

広 島 県 教 育 委 員 会 告 示 の 読 点 の 表 記 を 改 め る 告 示 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 年 月 日

広 島 県 教 育 委 員 会

教 育 長 平 川 理 恵

広 島 県 教 育 委 員 会 告 示 の 読 点 の 表 記 を 改 め る 告 示

こ の 教 育 委 員 会 告 示 の 施 行 の 際 現 に 公 布 さ れ て い る 広 島 県 教 育 委 員 会 告 示 に お い て 読 点

と し て 表 記 す る 「， 」 を 「、 」 に 改 め る 。

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 教 育 委 員 会 告 示 は 、 令 和 五 年 五 月 一 日 に 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 教 育 委 員 会 告 示 の 施 行 の 際 現 に あ る 改 正 前 の 様 式 に よ る 用 紙 （ 電 磁 的 記 録 （ 電 子

的 方 式 、 磁 気 的 方 式 そ の 他 人 の 知 覚 に よ っ て は 認 識 す る こ と が で き な い 方 式 で 作 ら れ る

記 録 を い う 。 ） を 含 む 。 ） に つ い て は 、 当 分 の 間 、 こ れ を 使 用 す る こ と が で き る 。
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第３号議案―４ 

 

広島県教育委員会規則等の制定及び一部改正について 

 

教育長に対する権限委任規則及び教育長専決事項に関する規程の一部改正について，

次のとおり提案します。 

 

令和５年３月13日 

 

広島県教育委員会教育長  平  川  理  恵 

 

１ 提案の要旨 

  広島県個人情報保護条例の廃止に伴い，関係規則等の一部改正を行う。 

 

２ 改正する規程名 

(1) 教育長に対する権限委任規則（昭和53年広島県教育委員会規則第１号） 

(2) 教育長専決事項に関する規程（昭和53年広島県教育委員会訓令第２号） 

 

３ 改正案  

  別紙のとおり 

 

４ 施行期日  

   令和５年４月１日 



広 島 県 教 育 委 員 会 規 則 第 号

教 育 長 に 対 す る 権 限 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 五 年 月 日

広 島 県 教 育 委 員 会

教 育 長 平 川 理 恵

教 育 長 に 対 す る 権 限 委 任 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則

教 育 長 に 対 す る 権 限 委 任 規 則 （ 昭 和 五 十 三 年 広 島 県 教 育 委 員 会 規 則 第 一 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に

改 正 す る 。
附 則

こ の 教 育 委 員 会 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

改 正 後 改 正 前

第 一 条 （ 略 ）

一 ― 二 十 一 （ 略 ）

二 十 二 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成

十 五 年 法 律 第 五 十 七 号 ） に 基 づ く 教 育 委 員

会 の 権 限

二 十 三 ― 二 十 五 （ 略 ）

第 一 条 （ 略 ）

一 ― 二 十 一 （ 略 ）

二 十 二 広 島 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 十 六

年 広 島 県 条 例 第 五 十 三 号 ） に 基 づ く 教 育 委

員 会 の 権 限

二 十 三 ― 二 十 五 （ 略 ）
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広 島 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 号

教 育 長 専 決 事 項 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

令 和 五 年 月 日

本 庁

地 方 機 関

学 校 以 外 の 教 育 機 関

広 島 県 教 育 委 員 会

教 育 長 平 川 理 恵

教 育 長 専 決 事 項 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令

教 育 長 専 決 事 項 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 五 十 三 年 広 島 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 二 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に

改 正 す る 。
附 則

こ の 教 育 委 員 会 訓 令 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

改 正 後 改 正 前

第 一 条 （ 略 ）

一 ― 三 （ 略 ）

四 行 政 不 服 審 査 法 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 六

十 八 号 ） に 基 づ く 裁 決 （ 広 島 県 情 報 公 開 条

例 （ 平 成 十 三 年 広 島 県 条 例 第 五 号 ） 及 び 個

人 情 報 の 保 護 に 関 す る 法 律 （ 平 成 十 五 年 法

律 第 五 十 七 号 ） の 規 定 に 基 づ く 決 定 等 に 係

る も の を 除 く 。 ）

五 （ 略 ）

２ （ 略 ）

第 一 条 （ 略 ）

一 ― 三 （ 略 ）

四 行 政 不 服 審 査 法 （ 平 成 二 十 六 年 法 律 第 六

十 八 号 ） に 基 づ く 裁 決 （ 広 島 県 情 報 公 開 条

例 （ 平 成 十 三 年 広 島 県 条 例 第 五 号 ） 及 び 広

島 県 個 人 情 報 保 護 条 例 （ 平 成 十 六 年 広 島 県

条 例 第 五 十 三 号 ） の 規 定 に 基 づ く 決 定 等 に

係 る も の を 除 く 。 ）

五 （ 略 ）

２ （ 略 ）
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第３号議案－５ 

 

 

広島県教育委員会規則等の一部改正について 

 

 

 広島県教育委員会規則等の一部改正について，別紙のとおり提案します。 

 

 

令和５年３月 13日 

 

 

広島県教育委員会教育長  平 川 理 恵  





別紙 

 

１ 概 要 

  地方公務員の定年引上げに合わせて，従前の再任用制度を廃止し，新たに定年前再任用短時

間勤務の制度を設ける等の措置を講ずる地方公務員法の一部を改正する法律（令和３年法律第

63 号）の施行に伴い，関係する教育委員会規則等において，再任用職員に関する規定を削除

し，定年前再任用短時間勤務職員に関する規定を追加するなどの規定の整備を行うとともに，

所要の経過措置を定める。 

 

２ 改正する規則等 

 (1) 広島県市町立学校職員の人事評価に関する規則（平成 28年広島県教育委員会規則第８号） 

 (2) 職員の旅費の支給に関する規程（昭和 28年広島県教育委員会訓令第１号） 

 (3) 事務局等に勤務する職員の勤務時間及び休暇等に関する訓令（昭和 27年広島県教育委員会

訓令第１号） 

 (4) 広島県教育委員会事務局等の職員の人事評価に関する訓令（平成 28年広島県教育委員会訓

令第７号） 

 (5)  広島県立学校職員服務規程（昭和 29年広島県教育委員会訓令第１号） 

(6)  広島県立学校職員の人事評価に関する訓令（平成 28年広島県教育委員会訓令第８号） 
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広 島 県 教 育 委 員 会 規 則 第 号 
広 島 県 市 町 立 学 校 職 員 の 人 事 評 価 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を 次 の よ う に 定 め

る 。 

  令 和 五 年 月 日 

広 島 県 教 育 委 員 会 

教 育 長 平  川  理  恵  

広 島 県 市 町 立 学 校 職 員 の 人 事 評 価 に 関 す る 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 

広 島 県 市 町 立 学 校 職 員 の 人 事 評 価 に 関 す る 規 則 （ 平 成 二 十 八 年 広 島 県 教 育 委 員 会 規 則 第

八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

附 則 

 （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 教 育 委 員 会 規 則 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ 経 過 措 置 ） 

２  改 正 後 の 広 島 県 市 町 立 学 校 職 員 の 人 事 評 価 に 関 す る 規 則 （ 以 下 「 改 正 後 の 規 程 」 と い

う 。 ） 第 三 条 第 一 項 第 二 号 の 規 定 に つ い て は 、 令 和 十 四 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 改 正

後 の 規 程 第 三 条 第 一 項 第 二 号 中 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と あ る の は 、 「 定 年 前

再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

改 正 後 改 正 前 

 

（ 人 事 評 価 の 実 施 等 ） 

第 三 条 （ 略 ） 

一 （ 略 ） 

二 非 常 勤 職 員 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職

員 は 除 く 。 ） 

三 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

 

（ 人 事 評 価 の 実 施 等 ） 

第 三 条 （ 略 ） 

一 （ 略 ） 
二 非 常 勤 職 員 （ 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 は 除

く 。 ） 

三 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 
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広 島 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 号 

本 庁 

地 方 機 関 

学 校 以 外 の 教 育 機 関 

県 立 学 校 

職 員 の 旅 費 の 支 給 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。 

  令 和 五 年 月 日 

                        広 島 県 教 育 委 員 会 

教 育 長 平  川  理  恵 

職 員 の 旅 費 の 支 給 に 関 す る 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 

職 員 の 旅 費 の 支 給 に 関 す る 規 程 （ 昭 和 二 十 八 年 広 島 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 一 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に

改 正 す る 。 

   附 則 

（ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 教 育 委 員 会 訓 令 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

（ 経 過 措 置 ） 

２  改 正 後 の 職 員 の 旅 費 の 支 給 に 関 す る 規 程 （ 以 下 「 改 正 後 の 規 程 」 と い う 。 ） の 規 定 は 、

こ の 教 育 委 員 会 訓 令 の 施 行 の 日 以 後 に 出 発 す る 旅 行 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に 出 発 し た

旅 行 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。 

３  改 正 後 の 規 程 別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 の 規 定 に つ い て は 、 令 和 十 四 年 三 月 三 十 一 日 ま で

の 間 、 改 正 後 の 規 程 別 表 第 一 及 び 別 表 第 二 中 「 定年前再任用短時間勤務職員 」 と あ る の

改 正 後 改 正 前 

  
別表第一（第二条関係） 
行政職給料表の各級に相当する職務の級（定

年前再任用短時間勤務職員以外の職員の場合） 

（略） 

 備考 （略） 
 
別表第二（第二条関係） 
行政職給料表の各級に相当する職務の級（定

年前再任用短時間勤務職員の場合） 

（略） 

備考 この表は，地方公務員法（昭和25年法
律第261号）第22条の４第１項又は第22
条の５第１項の規定により採用された職
員に適用する。 

別表第一（第二条関係） 
行政職給料表の各級に相当する職務の級（再

任用職員以外の職員の場合） 

（略） 

 備考 （略） 
 
別表第二（第二条関係） 
行政職給料表の各級に相当する職務の級（再

任用職員の場合） 

（略） 

備考 この表は，地方公務員法（昭和25年法
律第261号）第28条の４第１項，第28条
の５第１項又は第28条の６第１項若しく
は第２項の規定により採用された職員に
適用する。 
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は 、 「 定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員 」 と し 、 改 正 後 の 規 程 別 表 第 二

の 備 考 中 「地方公務員法（昭和 25年法律第 261号）第 22条の４第１項又は第 22条の５

第１項の規定により採用された職員 」 と あ る の は 、 「 地方公務員法（昭和 25 年法律第

261号）第 22条の４第１項若しくは第 22条の５第１項又は地方公務員法の一部を改正す

る法律（令和３年法律第 63号）附則第４条第１項若しくは第２項，附則第５条第１項若

しくは第３項，附則第６条第１項若しくは第２項若しくは附則第７条第１項若しくは第

３項の規定により採用された職員 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 
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広 島 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 号 

         本 庁 

地 方 機 関 

学 校 以 外 の 教 育 機 関 

事 務 局 等 に 勤 務 す る 職 員 の 勤 務 時 間 及 び 休 暇 等 に 関 す る 訓 令 及 び 広 島 県 教 育 委 員 会 事 務

局 等 の 職 員 の 人 事 評 価 に 関 す る 訓 令 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 を 次 の よ う に 定 め る 。 

  令 和 五 年 月 日 

                        広 島 県 教 育 委 員 会  

教 育 長 平  川  理  恵  

事 務 局 等 に 勤 務 す る 職 員 の 勤 務 時 間 及 び 休 暇 等 に 関 す る 訓 令 及 び 広 島 県 教 育

委 員 会 事 務 局 等 の 職 員 の 人 事 評 価 に 関 す る 訓 令 の 一 部 を 改 正 す る 訓 令 

 （ 事 務 局 等 に 勤 務 す る 職 員 の 勤 務 時 間 及 び 休 暇 等 に 関 す る 訓 令 の 一 部 改 正 ） 

第 一 条 事 務 局 等 に 勤 務 す る 職 員 の 勤 務 時 間 及 び 休 暇 等 に 関 す る 訓 令 （ 昭 和 二 十 七 年 広 島

県 教 育 委 員 会 訓 令 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う

に 改 正 す る 。 

（ 広 島 県 教 育 委 員 会 事 務 局 等 の 職 員 の 人 事 評 価 に 関 す る 訓 令 の 一 部 改 正 ） 

第 二 条 広 島 県 教 育 委 員 会 事 務 局 等 の 職 員 の 人 事 評 価 に 関 す る 訓 令 （ 平 成 二 十 八 年 広 島 県

教 育 委 員 会 訓 令 第 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う

に 改 正 す る 。 

改 正 後 改 正 前 
  
 （ 勤 務 時 間 等 ） 

第 二 条 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 
 一 （ 略 ） 
 二 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百

六 十 一 号 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二

十 二 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た

職 員 で 同 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す

る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 （ 以 下 「 定

年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 
 三 ― 五 （ 略 ） 

３ 条 例 第 三 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 育

児 短 時 間 勤 務 職 員 、 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務

職 員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 の 週 休 日 は 、

各 機 関 の 長 が 定 め る 。 

４ ― ６ （ 略 ） 

 （ 勤 務 時 間 等 ） 

第 二 条 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 
 一 （ 略 ） 
 二 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百

六 十 一 号 ） 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 又 は 第 二

十 八 条 の 六 第 二 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た

職 員 で 同 法 第 二 十 八 条 の 五 第 一 項 に 規 定 す

る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 （ 以 下 「 再

任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 
 三 ― 五 （ 略 ） 

３ 条 例 第 三 条 第 一 項 た だ し 書 の 規 定 に よ る 育

児 短 時 間 勤 務 職 員 、 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及

び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 の 週 休 日 は 、 各 機 関

の 長 が 定 め る 。 

４ ― ６ （ 略 ） 
  

改 正 後 改 正 前 
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   附 則 

 （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 教 育 委 員 会 訓 令 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ 経 過 措 置 ） 

２ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 事 務 局 等 に 勤 務 す る 職 員 の 勤 務 時 間 及 び 休 暇 等 に 関 す る

訓 令 第 二 条 第 二 項 第 二 号 及 び 同 条 第 三 項 の 規 定 に つ い て は 、 令 和 十 四 年 三 月 三 十 一 日 ま

で の 間 、 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 事 務 局 等 に 勤 務 す る 職 員 の 勤 務 時 間 及 び 休 暇 等 に

関 す る 訓 令 第 二 条 第 二 項 第 二 号 中 「 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一 号 ）

第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 又 は 第 二 十 二 条 の 五 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 で 同 法 第

二 十 二 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 （ 以 下 「 定 年 前 再 任 用 短 時

間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 」 と あ る の は 「 地 方 公 務 員 法 （ 昭 和 二 十 五 年 法 律 第 二 百 六 十 一

号 ） 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 若 し く は 第 二 十 二 の 五 条 第 一 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員

で 同 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤 務 の 職 を 占 め る 職 員 （ 以 下 「 定 年 前 再

任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 又 は 地 方 公 務 員 法 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 三 年 法

律 第 六 十 三 号 ） 附 則 第 六 条 第 一 項 若 し く は 第 二 項 若 し く は 同 法 附 則 第 七 条 第 一 項 若 し く

は 第 三 項 の 規 定 に よ り 採 用 さ れ た 職 員 で 同 法 第 二 十 二 条 の 四 第 一 項 に 規 定 す る 短 時 間 勤

務 の 職 を 占 め る 職 員 （ 以 下 「 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と い う 。 ） 」 と 、 同 条 第 三 項

中 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と あ る の は 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 暫 定

再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。 

３ 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 広 島 県 教 育 委 員 会 事 務 局 等 の 職 員 の 人 事 評 価 に 関 す る 訓

令 第 三 条 第 一 項 第 一 号 の 規 定 に つ い て は 、 令 和 十 四 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 第 二 条 の

規 定 に よ る 改 正 後 の 広 島 県 教 育 委 員 会 事 務 局 等 の 職 員 の 人 事 評 価 に 関 す る 訓 令 第 三 条 第

一 項 第 一 号 中 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と あ る の は 、 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務

職 員 及 び 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  

 （ 人 事 評 価 の 実 施 等 ） 
第 三 条 （ 略 ） 

 一 非 常 勤 職 員 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職

員 及 び 任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 を 除 く 。 ） 
 二 （ 略 ） 

２ ・ ３ （ 略 ） 

 （ 人 事 評 価 の 実 施 等 ） 

第 三 条 （ 略 ） 
 一 非 常 勤 職 員 （ 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び

任 期 付 短 時 間 勤 務 職 員 を 除 く 。 ） 
 二 （ 略 ） 

２ ・ ３ （ 略 ） 
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広 島 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 号 

   県 立 学 校  
広 島 県 立 学 校 職 員 服 務 規 程 及 び 広 島 県 立 学 校 職 員 の 人 事 評 価 に 関 す る 訓 令 を 次 の よ う に

定 め る 。 

  令 和 五 年 月 日 

広 島 県 教 育 委 員 会  

教 育 長 平  川  理  恵  

広 島 県 立 学 校 職 員 服 務 規 程 及 び 広 島 県 立 学 校 職 員 の 人 事 評 価 に 関 す る 訓 令 の

一 部 を 改 正 す る 規 則 

（ 広 島 県 立 学 校 職 員 服 務 規 程 の 一 部 改 正 ） 

第 一 条 広 島 県 立 学 校 職 員 服 務 規 程 （ 昭 和 二 十 九 年 広 島 県 教 育 委 員 会 訓 令 第 一 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う

に 改 正 す る 。 

（ 広 島 県 立 学 校 職 員 の 人 事 評 価 に 関 す る 訓 令 の 一 部 改 正 ） 

第 二 条 広 島 県 立 学 校 職 員 の 人 事 評 価 に 関 す る 訓 令 （ 平 成 二 十 八 年 広 島 県 教 育 委 員 会 訓 令

第 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。 

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う

に 改 正 す る 。 

   附 則 

 （ 施 行 期 日 ） 

１ こ の 教 育 委 員 会 訓 令 は 、 令 和 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 

 （ 経 過 措 置 ） 

改 正 後 改 正 前 
 

（ 定 義 ） 

第 二 条 こ の 規 程 に お い て 「 職 員 」 と は 、 教 育

委 員 会 が 任 命 す る 県 立 学 校 の 常 勤 の 職 員 及 び

定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 を い う 。 

 

（ 定 義 ） 

第 二 条 こ の 規 程 に お い て 「 職 員 」 と は 、 教 育

委 員 会 が 任 命 す る 県 立 学 校 の 常 勤 の 職 員 及 び

再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 を い う 。 
  

改 正 後 改 正 前 
 

（ 人 事 評 価 の 実 施 等 ） 

第 三 条 （ 略 ） 

一 （ 略 ） 

二 非 常 勤 職 員 （ 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職

員 は 除 く 。 ） 

三 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 

 

（ 人 事 評 価 の 実 施 等 ） 

第 三 条 （ 略 ） 

一 （ 略 ） 

二 非 常 勤 職 員 （ 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 は 除

く 。 ） 

三 （ 略 ） 

２ （ 略 ） 
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２ 第 一 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 広 島 県 立 学 校 職 員 服 務 規 程 第 二 条 の 規 定 に つ い て は 、 こ

の 教 育 委 員 会 訓 令 の 施 行 の 日 か ら 令 和 十 四 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 第 一 条 の 規 定 に よ

る 改 正 後 の 広 島 県 立 学 校 職 員 服 務 規 程 第 二 条 中 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と あ る

の は 、 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 」 と 読 み 替 え る も

の と す る 。  

３ 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 広 島 県 立 学 校 職 員 の 人 事 評 価 に 関 す る 訓 令 第 三 条 第 一 項

第 二 号 の 規 定 に つ い て は 、 令 和 十 四 年 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正

後 の 広 島 県 立 学 校 職 員 の 人 事 評 価 に 関 す る 訓 令 第 三 条 第 一 項 第 二 号 中 「 定 年 前 再 任 用 短

時 間 勤 務 職 員 」 と あ る の は 、 「 定 年 前 再 任 用 短 時 間 勤 務 職 員 及 び 暫 定 再 任 用 短 時 間 勤 務

職 員 」 と 読 み 替 え る も の と す る 。  
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